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道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて 

 

 

 標記について、別添のとおり「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に

関するガイドライン」を作成したので、その旨了知されるとともにその取扱いについ

て円滑な実施に努めることとされたい。 

 なお、本通達の発出に伴い、以下の通達及び事務連絡を廃止する。 

 ・「介護輸送に係る法的取扱いについて」（平成１８年９月通知） 

 ・「宿泊施設及びエコツアー等の事業者が宿泊者及びツアー参加者を対象に行う送

迎のための輸送について」（平成２３年３月３１日付け国自旅第２３９号） 

 ・「北海道アウトドア優良事業者による道路運送法における許可を要しない運送の

態様の明確化等について」（平成２５年３月２９日付け国自旅第６３４号） 

 ・「通訳案内士による自家用車を用いた通訳案内行為について」（平成２９年８月１

４日付け国自旅第７５号） 

 ・「営利を目的としない互助による運送のためにＮＰＯが市区町村の自動車を利用

する場合等の取扱いについて」（平成２９年８月２５日付け事務連絡） 

 ・道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」（平成３０年

３月３０日付け国自旅３３８号） 

 ・「通所介護等に係る送迎に関する道路運送法上の取扱いについて」（平成３０年９

月２８日付け事務連絡） 

 ・「子供の預かりや家事・身辺援助のサービスに附随する送迎の取扱いについて」

（令和元年６月２６日付け事務連絡） 

 ・「改正自然公園法に基づく自然体験プログラムの提供における送迎について」（令

和４年４月５日付け事務連絡） 
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別添 

 

道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドライン 

 

 自動車による移動手段の確保は、日常生活の維持、地域の活性化、観光振興、教育

を受ける機会の確保、外出増加による医療・介護費の削減など、多面的で公共的な意

義があるため、地域の関係者が地域公共交通会議等の場を活用して議論を行い、その

結果を踏まえた取組を行っていく必要がある。 

その際、地域の公共的な運送は、サービスの安全性及び継続性の観点から、バス、

デマンド交通やタクシーなどの公共交通機関の活用を第一に考えていくことが重要

であり、これらの公共交通機関による運送サービスが十分に確保できない場合には、

道路運送法の定める自家用有償旅客運送制度を組み合わせて移動手段を確保するこ

とを検討すべきであることは、「ラストワンマイル・モビリティ/自動車 DX・GX に関

する検討会」の提言のとおりである。 

 他方、高齢社会や共働きの進展、地域へのさまざまな観光客の来訪などを考慮する

と、地域での互助活動・ボランティア活動による運送、自家使用の自動車による運送

等にも一定の役割を持たせないと社会・経済活動の維持が困難になることも現実であ

る。 

 

公共交通機関又は自家用有償旅客運送の利用が困難な住民の運送や他のサービス

に付随して生じる運送の扱いについては、「道路運送法における許可又は登録を要し

ない運送の態様について」（平成３０年３月３０日国自旅第３３８号）により考え方

を整理し、運用してきたところであるが、地域における移動資源の確保がかなり困難

になっているなかで、道路運送法における許可又は登録を要しない運送についても、

公共交通機関や自家用有償旅客運送の果たす役割を補完することが重要であること

から、改めて下記のとおり整理したので、その旨了知されるとともに円滑な実施に努

められたい。その際、このガイドラインの運用にあたっては、無償運送行為が本来は

自由に行えるものであり、一般の方々が「許可又は登録」をせずに行える運送行為を

安心して行えるよう記述したものであることを理解しておく必要がある。 

「ラストワンマイル・モビリティに係る制度・運用の改善策」で示された施策や本

ガイドラインの整理に従い、様々な交通手段が提供されることにより、住民の日々の

生活や地域社会の活動が活性化していくことが期待される。 

 

なお、地域における移動資源の供給状況や提供されるサービスの内容は変化してい

くため、本ガイドラインによる整理も定期的に見直していく必要があると考えている。 
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記 

 

Ⅰ．道路運送法上の許可又は登録を要しない運送の態様についての考え方 

  道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第７８条の規定に

より、自家用自動車は、原則として、有償で運送の用に供してはならず、災害のた

め緊急を要するときを除き、例外的にこれを行うためには、国土交通大臣の許可又

は登録を受けるべきことが定められている。同規定により許可又は登録を必要とし

た趣旨は、自家用自動車については、一般的に旅客自動車運送事業のような輸送の

安全や利用者の保護のための措置が行われておらず、輸送の安全や利用者の保護の

ための措置が確実に行われていることについて、許可又は登録を通じて確認する必

要があるためである。 

  個々の運送が、許可又は登録（法第７８条第３号の許可、法第７９条の登録、行

為の態様によっては、法第４条第１項又は法第４３条第１項の許可。）を要する有

償運送であるか否かについては、最終的には、それぞれの事案に則して個別に総合

的な判断を行うことが必要であるが、一般論として、旅客自動車運送事業を含む公

共交通機関又は自家用有償旅客運送の利用が困難な住民に対する互助・ボランティ

アによる運送や他のサービスに付随して生じる運送に係る許可又は登録の要否は、

次のとおりである。 

 

Ⅱ．「有償」の意義 

  「有償」とは「運送サービスの提供に対する反対給付として財物を収受すること。」

であり、これに該当するか否かにより、法の許可又は登録の要否が判断される。 

   

１．利用者からの給付について 

（１）収受するものが「反対給付」にあたらない場合 

  ① 利用者から収受するものが謝礼と認められる場合 

  ［判断の考え方］ 

   ・社会通念上常識的な範囲での「謝礼」は、運送の対価ではない。運送の提供

者が金銭の支払いを求めず、利用者から謝礼として金銭等が支払われたとして

も、有償の運送といえず許可又は登録は不要である。 

ここで言う「謝礼」とは、交通手段を持たない高齢者を街での買い物に同乗さ

せるといったボランティア・共助へのお礼の気持ち程度のもの（この記述は、

謝礼の意味する内容を明確にするための例示であって、当然、謝礼の対象とな

るのは「高齢者の買い物」の場合に限らない。）を想定している。従って、この

謝礼を隠れ蓑にして営利事業を行うことは想定されていない。そうした観点か

ら、以下の場合には謝礼とは認められない。 

     イ 運送を提供する者が運賃表を定めてそれに従って利用者が金銭を支

払う場合 
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     ロ 口頭・ジェスチャーにより利用者に強く謝礼を促す等、謝礼の名を借

りて実質的には運賃を求める態様の場合。なお、後掲のとおり、燃料

代等の実費を求めることは可能である。 

     ハ ウェブサイト等により無償の運送サービスを仲介・紹介するサービス

において、謝礼の金額を入力しないとサービスが提供されなかったり、

謝礼の有無・金額の多寡により、利用者を選別するなどの取扱いを行

う場合 

      

   ・なお、いわゆる白タク行為による運送に対して、利用者から「謝礼」の名目

により金銭等が支払われる場合についても、ここで言う「謝礼」にあたるとの

拡大解釈がされるべきではないことは言うまでもない。 

 

  ② 利用者からの給付が、実費相当分の場合 

  ［判断の考え方］ 

・運送行為が無償で行われる場合においても、ガソリン代等の「実費」を受け

取ることは許される。この場合には許可又は登録は不要である。 

・「実費」とは、運送（前後の回送を含む。）に必要なガソリン等の燃料代、道

路通行料、駐車場料金、保険料（※）、当該運送を行うために発生した車両借

料（レンタカー代）をいう。 

 ※保険料とは、以下の保険に関する保険料を指す。 

・ボランティア団体・ＮＰＯ等による、一回あたり、又は一日あたりの無

償運送行為を対象に提供されている保険（当該保険が、年間契約による

場合を含む。）。ただし、当該車両にもともと掛けられている自賠責保険・

任意保険は対象外。 

・レンタカーの借り受けに伴って加入する一時的な保険（免責補償制度（Ｃ

ＤＷ）及び休業補償（ＮＯＣ））。 

・ガソリン代の算出は、一般的には、直近のガソリン価格等を利用して以下の

方法により算出することが可能であるが、運送行為が頻繁に行われる場合に、

一定の期間において「1 ㎞あたり○円」などと定めて概算することも、簡易

な方法として容認できる。 

走行距離（㎞）÷燃費（㎞/ℓ）×１ℓあたりのガソリン価格（円/ℓ） 

 

（２）反対給付が「運送」に対するものではない場合の有償性判断 

［判断の考え方］ 

   ・たとえば宿泊や介護など、提供されるメインのサービスが有償であっても、

当該サービスの利用者へ付随的に提供される運送については、運送に特定し

た反対給付がない場合（送迎利用の有無にかかわらず利用料に差異がない場

合）、許可又は登録は不要である。この場合、前掲１（１）②のとおり、燃料
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代等の実費を求めることは可能である。なお、送迎利用の有無によって利用

料に差異を設ける場合の扱いについては、後掲２．を参照。 

［法の許可又は登録を要しない場合（具体例）］ 

① ホテル・旅館等の宿泊施設の利用者を対象とする運送 

   ・宿泊施設が、駅・空港・港等と宿泊施設との間で、無償の運送サービスを行

う場合 

この場合は無償の運送サービスであるから、利用者の依頼・要望に応じて、

送迎途中で商店等に立ち寄ることも差し支えない。また、送迎距離が長距離

に及ぶ場合であっても、利用者を対象としたサービスとして社会通念上妥当

と考えられる場合は、許可又は登録は不要である。 

・ホテル、旅館、農家民泊等が近隣施設や観光スポットへの運送を無償で行う

場合 

スキー旅館からゲレンデへの運送、旅館から海水浴場への運送、宿泊施設か

らイベント会場への運送など、利用者を対象に無料サービスとして行う近隣

施設等への運送は、社会通念上常識的な範囲のものは、許可又は登録は不要

である。 

② 施設送迎（介護施設、学校その他の施設）の運送 

   ・施設利用自体が有償であったとしても、施設の運営者等が施設利用者の送迎

のために付随した運送を行う場合、当該運送に特定した反対給付がなければ、

許可又は登録は不要である。なお、この場合も無償の運送サービスであるか

ら、施設利用者の依頼・要望に応じて、送迎途中で商店等に立ち寄ることは

差し支えない。 

③ 生活支援サービスなどとの一体運送 

   ・通院や買物等に同行する支援、子供の送り届けなどが含まれる「子供の見守

り支援」など、提供するサービスに人の運送が付随して行われるものについ

ては、当該サービス自体が有料であったとしても、当該運送に特定した反対

給付がない限り、許可又は登録は不要である。なお、生活支援サービスと称

していても、提供されるサービスの実態が目的地への運送のみである場合に

は、許可又は登録を要する。 

   ・子供の塾・習い事・部活動等への無償の送迎を、地域のボランティア・互助

活動として組織的に行うことは差し支えないが、地域のタクシー事業者の中

には、「子育てを応援するタクシー」として積極的に子供送迎に取り組んで

いる事業者もおり、自治体等が関与して利用料を低減させることにより、プ

ロドライバーによるより安全・確実な送迎を実現することも可能である。地

域住民へのこうしたサービスの活用促進にも留意されたい。 

④ ツアー等のサービス提供事業者が、ツアー参加者を対象に行うサービスに付

随した運送 

   ・ダイビング・シュノーケリング等のマリンスポーツやスノーシューツアー等
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の事業者が、ツアー利用者を近隣の駅・バス停・宿泊施設等からツアー実施

場所まで運送するなど、利用者を対象に無料サービスとして行う運送は、社

会通念上常識的な範囲のものは、許可又は登録は不要である。 

   ・サイクリングツアー等で、ツアー参加者の突発的な身体的不調や急な天候不

良等により、ツアー参加者を伴走車に乗せる場合で、運送に特定した反対給

付がない場合は、許可又は登録は不要である。 

   ・ただし、ツアーと称していても、提供されるサービスの実態が、単に目的地

への運送のみである場合には、許可又は登録を要する。 

⑤ 通訳案内士等による観光ガイド事業との一体運送 

・国・地方公共団体及び公的機関が認定・付与する資格を有する観光ガイドが、

ガイドのために人を運送する場合で、運送に特定した反対給付がない場合は、

許可又は登録は不要である。 

   ・ただし、観光ガイドと称していても、提供されるサービスの実態が、当該地

域に関する専門的な知識や高度な語学力等に基づくガイドの提供ではなく、

単に目的地への運送のみである場合には、許可又は登録を要する。 

  

２．利用者の利用料に差を設ける場合の取扱い 

  ［判断の考え方］ 

   ・たとえば、有料の施設利用に付随する運送サービス、宿泊施設における運送

サービスや幼稚園等の送迎に係る運送サービスについて、利用者間の公平性

を図る観点から、当該運送サービスの利用の有無によって施設の利用料や宿

泊料に差を設ける場合には、当該差額が運送サービスに要する実費の範囲内

であれば、許可又は登録は不要である。 

   ・この場合の実費については、上記１．（１）②の各費用が対象となることはも

ちろん、当該車両が、主として送迎を要する利用者のためだけに購入・維持

されていることにかんがみ、実費の範囲に、車両償却費、車検料・保険料等

の車両維持費を含めることも差し支えない。また、幼稚園等において、「通学

通園に係る自家用自動車の有償運送の取扱いについて（平成９年６月１７日

付自旅第１０１号）」に基づき許可を受けた場合は、利用者から運行にかか

る人件費相当を収受することができる。 

   ・なお、上記のように、公平性の観点から実費の負担を一部の利用者に求める

ために利用料に差異を設ける場合には、利用料と運送サービスの実費相当額

負担分を明確に分け、必要に応じ利用者等に説明できるようにしておくこと

が望ましい。 

［法の許可又は登録を要しない場合（具体例）］ 

・介護施設への送迎の利用の有無に応じて、施設の利用料金に差を設ける場合。 

・宿泊施設における運送サービスについて、運送サービスの利用の有無によっ

て宿泊料金に差を設ける場合。 
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   ・保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、学童保育、学習塾、

インターナショナルスクール、スイミングスクールなどへの通園・通学等に

係る運送の利用の有無でこれらの施設に支払う料金に差を設ける場合。なお、

保育園・幼稚園等の通園バスには自家用車（白ナンバー）がよく見られる一

方、中学校・高等学校などのスクールバスは、道路運送法の貸切許可・特定

許可を有する事業者（緑ナンバー）が受託して運行していることが多い。い

ずれを選択するかは、これら施設の経営判断によるが、利用者の多寡、運行

距離の長短及び利用者の特性等に応じ、安全に生徒等を送迎するための手段

が適切に選択されるよう、留意されたい。 

 

３．第三者からの給付の取扱い 

  ［判断の考え方］ 

   ・運送主体が「利用者以外から収受するもの」は、原則として、「運送サービス

の提供に対する反対給付」とは解さず、許可又は登録は不要である。 

   ・ただし、利用者以外の第三者が、利用者に代わって運送主体に対し運送の反

対給付を行う場合は、許可又は登録を要する。 

  ［法の許可又は登録を要しない場合（具体例）］ 

・国・地方公共団体が運送サービスを行うボランティア団体に対し、団体の職

員（運転のみを行う職員及び運転・その他の業務も行う職員を含む）の人件

費などに充てるものとして、団体の運営に要する費用の補助金を支出する場

合。なお、当該運送サービスの提供を受ける利用者に対し、国・地方公共団

体が運送利用券を直接又は間接的に給付する場合は、許可又は登録を要する。 

・団体運営の支援として個々の運送行為と紐付かない寄付金、協賛金などを第

三者から収受する場合は、有償には該当しない。 

 

４．介護保険法等に基づく移動支援等の運送に関する給付の取扱い 

［判断の考え方］ 

・法制度上、運送サービスに対する報酬が支払われていないと扱われるもの

は、有償の運送には該当しないため許可又は登録は不要である。 

[法の許可又は登録を要しない場合（具体例）] 

    （１）訪問介護における運送 

     ・乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象

外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合は許

可又は登録は不要である。障害者総合支援法に基づく居宅介護、行動援

護、同行援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び地域生活支援

事業の移動支援事業において運送を行うことがある場合についても同

様である。 
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    （２）介護保険法第115条の45第１項に規定する介護予防･日常生活支援総合

事業における訪問型サービスＢ・Ｄ及び同条第２項に規定する一般介護

予防事業の一環として行う運送 

・本事業として行う運送は、１（２）の③の「提供するサービスに人の運

送が付随して行われるもの」に該当するものであり、当該運送に特定し

た反対給付がない限り、許可又は登録は不要である（なお、委託を受け

て通所サービス事業所等への送迎を実施する場合は、同②の取扱いと同

じ扱い。）。 

・地域支援事業交付金等から補助されるガソリン代等の実費並びにボラン

ティア（運送を行う者を含む。）に対するボランティアポイント及びボ

ランティア奨励金は運送の反対給付とはみなされないため、許可又は登

録は不要である。 

 

Ⅲ．その他、運送に関連して金銭授受が行われる場合の取扱い 

 

１．運転役務の提供について報酬が支払われた場合 

  ［判断の考え方］ 

・他人の車両の運転を委託されて運転役務を提供した場合に、運転役務の委託

者から運転役務の提供者に対して当該役務の提供について報酬が支払われ

たとしても、有償の運送行為にはあたらない。 

・ただし、運送の態様又は対象となる旅客の範囲によっては、自動車運転代行

業、人材派遣業等とみなされる場合があり、それぞれの関係法令が適用され

るため留意が必要。 

［法の許可又は登録を要しない場合（具体例）］ 

・運転役務の提供者が利用者の所有する車両を使用して送迎を行う場合 

   ・企業所有の車両を使用し従業員送迎を行う場合で、運転業務を外部に委託す

る場合。 

    

   ●車両提供者が、運転役務提供者に運転をさせて、第三者たる利用者の運送を

行う場合の扱い 

   ・車両提供者が利用者から金銭を収受しない場合は、無償運送であるため、許

可又は登録を要しない。この場合に、車両提供者が自己の負担で、運転役務

提供者に報酬を支払うことは差し支えない。 

   ・車両提供者が利用者からⅡ１．（１）①の謝礼及び②の実費を受け取ること

は、無償運送への謝礼及び実費の支払いであるため、差し支えない。 

   ・ただし、運転役務の報酬の名目で、実質的には利用者から運転役務提供者に

運送の対価を支払っていると見られる場合（単に車両提供者を介して運送の

対価を収受していると見られる場合）には、運転役務提供者と利用者との間
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で有償運送が行われているといえるため、許可又は登録を要する。 

 

２． 仲介手数料の受領及び運送サービス提供者に対する謝礼及び実費の代行受領 

（１）運送サービスの仲介者が仲介手数料を受け取る場合 

  ［判断の考え方］ 

・運送サービスの仲介を依頼した者（運送サービスの提供者及び当該サービス

の利用者）から仲介者に対して仲介に関する報酬が支払われたとしても、運

送サービスの提供に対する反対給付ではないので、運送が有償で行われたこ

とにはならない。 

・ただし、仲介の態様によっては、旅行業等とみなされる場合があり、それぞ

れの関係法令が適用されるため留意が必要。 

  ［法の許可又は登録を要しない場合（具体例）］ 

   ・仲介者が、自家用自動車を用いて運送サービスを行う者と当該サービスを利

用する者を仲介する場合において、運送主体ではない仲介者がそのいずれか

又は双方から仲介手数料を収受しても差し支えない。 

 

（２）運送サービスの仲介者が運送サービスの提供者の受領すべき謝礼及び実費を代

行受領する場合 

［判断の考え方］ 

・運送サービスの仲介者が利用者から謝礼及び実費を代行受領し、運送サービ

スの提供者に支払うことは差し支えない。 

・ただし、運送サービスの提供者が、名目・支払方法の如何を問わず、仲介者

あるいは仲介者以外の第三者を通じて謝礼及び実費を超える金銭等を収受

することにより、運送の対価を収受したとみられる場合には、有償の運送行

為として、許可又は登録を要する。また、仲介者が、運送サービスの提供者

に対して、仲介手数料等からキックバックするなど、謝礼及び実費を超える

金額が運送の対価とみられる場合には、有償の運送行為として、許可又は登

録を要する。いずれにせよ、仲介サービスを隠れ蓑にして有償運送をするこ

とは認められない。 

 

３．ＮＰＯ法人等が同法人の職員等に対して報酬を支払う場合 

［判断の考え方］ 

   ・ＮＰＯ法人等が、同法人の管理下にある運転手（職員、登録ボランティア等）

に対して、ＮＰＯ法人等からの指示に応じて第三者を無償で運送し、当該業

務を遂行したことに対して報酬が支払われたとしても、「運送サービスの提

供に対する反対給付」にはならない。 

 ［法の許可又は登録を要しない場合（具体例）］ 

   ・ＮＰＯ法人が同法人の職員に指示して運送させた場合に、当該職員に支払う
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報酬の名目が「送迎手当」等である場合 

   ・登録ボランティアがＮＰＯ法人等の指示に基づき、自己の車両を用いて無償

運送を行う場合、運送の主体はＮＰＯ法人等であって、ＮＰＯ法人等が利用

者から謝礼及び実費を収受することはもちろん、ボランティア輸送に協力し

てもらった謝礼・報酬等として、金銭等を運転者に与えることは差し支えな

い。なお、ここで授受される「謝礼・報酬等」は、運送主体と利用者の間で

授受されるものではないので、１．（１）①及び②の謝礼、実費とは関係がな

く、ＮＰＯ法人等において任意に決定できるものである。 

    

４．自治会等の活動として、会員向け運送サービスを行う場合 

  ［判断の考え方］ 

   ・市町村社会福祉協議会、地区社会福祉協議会・自治会・町内会・まちづくり

協議会・マンション管理組合・老人クラブ等の地縁団体（以下「自治会等」

という。）の活動において、会員が負担する会費で運送サービスを提供して

も差し支えない。この場合、会費で車両を調達することや、会費から当該サ

ービスを提供するための運転者に対して報酬を支払っても差し支えない。 

   ・自治会等において、公平性を図る観点から運送サービスの利用の有無に応じ

て会費に差を設けることも、当該差額が運送サービスに要する実費の範囲内

であれば、許可又は登録は不要である。 

   ・この場合の実費の考え方は、前記Ⅱ２．（利用者の利用料に差を設ける場合の

取扱い）のとおりである。 

 

附則（令和８年６月５日 国自旅第４１号） 

 本ガイドラインは、令和８年６月５日から適用する。 


